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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波探触子を構成する複数の振動子素子に第1端子と、送信信号発生回路に接続する
第2端子と、前記振動子素子からの受信信号の増幅器出力端とする第3端子の3端子を少な
くとも有し、該少なくとも3端子のうちの2端子間には一方の端子に入力された信号を他方
の端子で増幅して出力する機能を有する半導体回路素子と、
　前記半導体回路素子に前記振動子素子への送信信号の入力スイッチとして機能させる第
1の機能と前記振動子素子から受信する受信信号を増幅する第2の機能とがそれぞれ機能す
るように制御する制御部と、を備えたことを特徴とする超音波送受信回路。
【請求項２】
　前記半導体回路素子は、超音波探触子を構成する複数の振動子素子にソース端子を接続
し、ゲート端子に送信信号発生回路を接続し、ドレイン端子を前記振動子素子からの受信
信号の増幅器出力端とする電界効果トランジスタ素子である請求項1に記載の超音波送受
信回路。
【請求項３】
　前記電界効果トランジスタ素子は、NMOS型FETである請求項2に記載の超音波送受信回路
。
【請求項４】
　前記半導体回路素子は、超音波探触子を構成する複数の振動子素子にコレクタ端子を接
続し、ベース端子に送信信号発生回路を接続し、エミッタ端子を前記振動子素子からの受
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信信号の増幅器出力端とするバイポーラトランジスタ素子である請求項1に記載の超音波
送受信回路。
【請求項５】
　前記制御部により振動子の全素子に送信用の超音波信号が供給されるために、1つの送
信信号発生部の出力から複数の振動子素子に供給するスイッチ部をさらに備えた請求項1
に記載の超音波送受信回路。
【請求項６】
　前記送信信号発生回路からの送信信号の所定期間のみ振動子に電流を流すための検出信
号を検出する検出部をさらに備えた請求項1に記載の超音波送受信回路。
【請求項７】
　前記半導体回路素子は、多素子のトランジスタ素子がダーリントン接続されている請求
項2乃至4の何れか一項に記載の超音波送受信回路。
【請求項８】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子を駆動すると共に、前
記超音波探触子から受信される反射エコー信号を信号処理する超音波送受信部と、信号処
理された反射エコー信号を用いて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記超音波
画像を表示する表示部と、前記超音波探触子乃至表示部の各部をそれぞれ制御する制御部
と、前記制御部に前記各部の制御条件を設定する設定部とを備えた超音波診断装置であっ
て、
　前記超音波送受信部は、超音波探触子を構成する複数の振動子素子に第1端子と、送信
信号発生回路に接続する第2端子と、前記振動子素子からの受信信号の増幅器出力端とす
る第3端子の3端子を少なくとも有し、該少なくとも3端子のうちの2端子間には一方の端子
に入力された信号を他方の端子で増幅して出力する機能を有する半導体回路素子を有し、
　前記制御部は、前記半導体回路素子に前記振動子素子の1チャンネルへの送信信号の入
力スイッチとして機能させる第1の機能と前記振動子素子の1チャンネルから受信する受信
信号を増幅する第2の機能とがそれぞれ機能するように制御することを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記設定部によって設定された超音波画像の表示深度により前記第2の
機能の受信信号の増幅の利得を可変する請求項8に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記半導体回路素子は、超音波探触子を構成する複数の振動子素子にソース端子を接続
し、ゲート端子に送信信号発生回路を接続し、ドレイン端子を前記振動子素子からの受信
信号の増幅器出力端とする電界効果トランジスタ素子である請求項8に記載の超音波診断
装置。
【請求項１１】
　前記電界効果トランジスタ素子は、NMOS型FETである請求項10に記載の超音波診断装置
。
【請求項１２】
　前記半導体回路素子は、超音波探触子を構成する複数の振動子素子にコレクタ端子を接
続し、ベース端子に送信信号発生回路を接続し、エミッタ端子を前記振動子素子からの受
信信号の増幅器出力端とするバイポーラトランジスタ素子である請求項8に記載の超音波
診断装置。
【請求項１３】
　前記制御部により振動子の全素子に送信用の超音波信号が供給されるために、1つの送
信信号発生部の出力から複数の振動子素子に供給するスイッチ部をさらに備えた請求項8
に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記送信信号発生回路からの送信信号の所定期間のみ振動子に電流を流すための検出信
号を検出する検出部をさらに備えた請求項8に記載の超音波診断装置。
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【請求項１５】
　前記半導体回路素子は、多素子のトランジスタ素子がダーリントン接続されている請求
項8に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波探触子を駆動すると共に、超音波探触子からの受信信号を増幅などの
信号処理をする超音波送受信回路とそれを用いた超音波診断装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子から被検体内に超音波を送信し、超音波探触子に受信
された反射エコー信号を用い、被検体内の診断部位について超音波画像を超音波画像構成
部により構成し、構成された超音波画像を表示部に表示するものである。
【０００３】
　超音波探触子は、超音波送受信部のうちの超音波送信回路により内蔵される複数の振動
子が駆動されて被検体に超音波を送信すると共に、超音波送受信部のうちの超音波受信回
路により被検体からの反射エコー信号を振動子により受信する。
【０００４】
　超音波送信回路は、超音波探触子の複数の振動子に印加して駆動するとともに、反射エ
コー信号を増幅する等の受信信号処理を行う。送信は正弦波や矩形波信号を超音波探触子
の複数の振動子に印加して駆動するように機能する。送信時の信号の電圧レベルは、例え
ば、電圧レベルが100Vpp、周波数が数MHz～20MHz程度である。受信は前記超音波探触子に
よって受信される反射エコー信号が電気信号として伝達され、伝達された電気信号を増幅
するように機能する。受信時の反射エコー信号の電圧レベルは、数100mVpp以下であり、
送信時の電圧レベルと比較すれば受信時の電圧レベルは約1000倍も異なる。このような電
圧レベルの違いから超音波送信回路と超音波受信回路とはそれぞれの回路素子で構成され
ていた。さらに、超音波受信回路から超音波送信回路を分離して超音波受信回路を電気的
に保護するための送受分離回路が設けられていた。よって、超音波送受信部は、超音波送
信回路、超音波受信回路及び送受分離回路から構成され、超音波送受信部の回路規模が大
きくなっていた。
【０００５】
　超音波送受信部の回路規模縮小の一つの方法は、送受分離回路に代えて受信信号増幅器
の使用電源からの接続と非接続を切り替えるスイッチを有する超音波診断装置が特許文献
1として従来から知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2007-319286号公報
【特許文献２】特開2008-264342号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、超音波探触子の振動子素子の多チャンネル化の要求には、従来技術で実
現された回路の部品点数の削減だけでは足りず、抜本的な削減手法が望まれていた。　
　本発明の目的は、従来よりも超音波送受信部の回路規模の縮小を図ることが可能な超音
波送受信回路を提供することにある。　
　また、本発明の別の目的は、従来よりも超音波送受信部の回路規模の縮小を図ることが
可能な超音波診断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記目的を達成するために、本発明の超音波送受信回路は、超音波探触子を構成する複
数の振動子素子に第1端子と、送信信号発生回路に接続する第2端子と、前記振動子素子か
らの受信信号の増幅器出力端とする第3端子の3端子を少なくとも有し、該少なくとも3端
子のうちの2端子間には一方の端子に入力された信号を他方の端子で増幅して出力する機
能を有する半導体回路素子と、前記半導体回路素子に前記振動子素子への送信信号の入力
スイッチとして機能させる第1の機能と前記振動子素子から受信する受信信号を増幅する
第2の機能とがそれぞれ機能するように制御する制御部と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　上述した本発明の超音波送受信回路によれば、制御部が半導体回路素子を前記第1の機
能と第2の機能とをそれぞれ機能させるので、従来よりも超音波送受信部の回路規模の縮
小を図ることができる。
【００１０】
　また、上記別の目的を達成するために、本発明の超音波診断装置は、被検体に超音波を
送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子を駆動すると共に、前記超音波探触子から
受信される反射エコー信号を信号処理する超音波送受信部と、信号処理された反射エコー
信号を用いて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記超音波画像を表示する表示
部と、前記超音波探触子乃至表示部の各部をそれぞれ制御する制御部と、前記制御部に前
記各部の制御条件を設定する設定部とを備えた超音波診断装置であって、前記超音波送受
信部は、超音波探触子を構成する複数の振動子素子に第1端子と、送信信号発生回路に接
続する第2端子と、前記振動子素子からの受信信号の増幅器出力端とする第3端子の3端子
を少なくとも有し、該少なくとも3端子のうちの2端子間には一方の端子に入力された信号
を他方の端子で増幅して出力する機能を有する半導体回路素子を有し、前記制御部は、前
記半導体回路素子に前記振動子素子の1チャンネルへの送信信号の入力スイッチとして機
能させる第1の機能と前記振動子素子の1チャンネルから受信する受信信号を増幅する第2
の機能とがそれぞれ機能するように制御することを特徴とする。
【００１１】
　上述した本発明の超音波診断装置によれば、制御部が半導体回路素子を前記第1の機能
と第2の機能とをそれぞれ機能させるので、従来よりも超音波送受信部の回路規模の縮小
を図ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、従来よりも超音波送受信部の回路規模の縮小を図ることが可能な超音
波送受信回路とそれを用いた超音波診断装置を提供するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明を適用した超音波診断装置の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施例1の回路構成図と動作図。
【図３】本発明の実施例2の回路構成図と動作図。
【図４】本発明の実施例3の回路構成図と動作図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。　
　図1は本発明を適用した超音波診断装置の構成を示すブロック図である。　
　超音波診断装置1は、被検体2の体内に超音波を送受信し得られた反射エコー信号を用い
て診断部位について超音波画像を形成して表示するものである。超音波診断装置1は、超
音波探触子(図1では探触子と略記している)3と、超音波送受信部4と、超音波画像構成部5
と、表示部6と、制御部7と、コントロールパネル8とを備える。
【００１５】
　超音波探触子3は被検体2に超音波を照射し、被検体2からの反射エコー信号を受信する
もので、複数チャンネルの振動子素子を有する。超音波送受信部4は超音波探触子3を駆動
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して超音波信号を照射する超音波送信部の機能と、前記超音波探触子3で受信した反射エ
コー信号を増幅する超音波受信部の機能との両方の機能を有する。超音波画像構成部5は
受信信号に基づいて超音波画像を構成する。表示部6は超音波画像構成部5において構成さ
れた超音波画像を表示する。制御部7は超音波探触子3と超音波送受信部4と超音波画像構
成部5と表示部6との各要素を制御する、例えば、コンピュータシステムのCPUである。コ
ントロールパネル8は検者が制御部7に制御パラメータを与えるキーボードやポインティン
グデバイスである。 
【実施例１】
【００１６】
　本発明の実施例1の超音波送受信部の構成例と動作例について図2を用いて説明する。 
　図2は、本発明の実施例1の回路構成図と動作図である。図2(A)は超音波送信時の動作図
、図2(B)は超音波受信時の動作図を示している。 
　超音波送受信部4は、送信信号発生部(送信信号発生回路)41と整相回路42と電界効果ト
ランジスタ(FET)43と高電圧スイッチ(HVSW)44と定電流源45と利得調整回路46とアナログ
デジタル変換器(ADC)47とを有している。
【００１７】
　送信信号発生部41は、超音波探触子の振動子素子の各チャンネルに供給するため送信信
号を発生する。送信信号は矩形波信号などの任意の交流信号となる。本発明では、送信信
号発生部41は、制御部7から超音波が送信時である状態の信号又は受信時である状態の信
号を受けて、送信時には交流信号をFET43のゲート端子に供給し、受信時には直流信号をF
ET43のゲート端子に供給する。送信信号発生器41は送信波形を生成するROMなどのメモリ
によって構成してもよい。
【００１８】
　整相回路42は、超音波信号(反射エコー信号)を検者が所望する被検者の超音波画像を得
るための深度にフォーカスさせるもので、送信整相回路421と受信整相回路422を有してい
る。ここで、深度は、検者が用いる超音波探触子の種類や検者が被検体の観察したい臓器
等により異なるので、例えばコントロールパネル8で深度を設定している。送信整相回路4
21は送信する超音波信号をフォーカスさせるもので、受信整相回路422は反射エコー信号
をフォーカスさせるものである。整相回路42の整相方式は、超音波信号をアナログ信号の
まま整相するアナログ整相方式、アナログ信号である超音波信号をADCでデジタル化して
整相するデジタル整相方式の何れであってもよい。整相回路42の代表的な例は、特許文献
２に開示されている。なお、反射エコー信号をデジタル化して反射エコーデータとすると
きはデジタルデータを整相するものとする。
【００１９】
　FET43は、集積回路化に有利なNMOS型を用いることとする。NMOS型FET43の選定の理由は
、NMOS型FETのキャリアは電子であり、PMOS型の正孔よりも有効質量が小さいために、キ
ャリアの移動が速い、つまり高速動作ができること、FETの素子自体の占有面積もPMOS型
に比べてNMOS型の方が小さいことが挙げられる。
【００２０】
　また、実施例1ではNMOS型を用いた場合を説明するが、NMOS型を用いた場合と実質的に
同じ機能は、PMOS型を用いたり、NMOS型とPMOS型を混在して用いるコンプリメンタリ型を
用いたりしても実現できる。
【００２１】
　FET43は、自身のゲート端子の入力を受けて、送信時には、ゲート端子に正弦波や矩形
波で示される交流電圧を入力し、自身のソース端子より超音波探触子3を構成する振動子
の1チャンネルに交流電圧を出力するように機能する(第1の機能)。FET43は、ソースフォ
ロア回路を構成しているので、ゲート端子に印加されている送信波形がそのままソース端
子に出力される。ソースフォロア回路の特徴は、入力インピーダンスが高く出力インピー
ダンスが低くなることにある。入力インピーダンスが高いとその回路を使ったことによる
影響が少なくなり、出力インピーダンスが低いと、より多くの負荷(振動子)を駆動できる
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ようになる。
【００２２】
　また、FET43は、自身のゲート端子の入力を受けて、受信時には、ゲート端子に直流電
圧を入力し、振動子1チャンネルから出力される反射エコー信号を自身のソース端子に入
力し、自身がゲート接地増幅器回路の増幅器素子となり、増幅された反射エコー信号が自
身のドレイン端子からADC47へ出力されるように機能する(第2の機能)。
【００２３】
　ゲート接地増幅器の利得は、実質的にFET43自身の等価コンダクタンスgmと利得調整回
路46中の可変抵抗器Rdの積で数1のように表される。 
【００２４】
【数１】

　ゲート接地増幅器回路は、FET43のゲート端子の電圧を一定の直流電圧(「バイアス電圧
」ともいう)に固定し、FET43のソース端子を被増幅信号の入力端子とし、負荷抵抗Rdを接
続したFET43のドレイン端子を増幅信号の出力端子として用いる。入力端子であるソース
端子の電圧の変化分がVinだけ上昇すると、NMOS型トランジスタのゲート-ソース間電圧が
減少するから、出力電圧の変化分Voは、Vinと同じ位相となる。
【００２５】
　また、可変抵抗Rdの値を変更することにより、ゲート接地増幅器回路の増幅器の利得は
、変更可能となる。制御部7は、被検者の超音波画像の表示深度により可変抵抗器Rdの値
を制御することができる。ゲート接地増幅器回路の増幅器の利得は、可変抵抗Rdの大きさ
に比例することになる。
【００２６】
　高電圧スイッチ(HVSW)44は、FET43のソース端子に接続され、振動子の全素子に信号を
供給するために、1つの送信信号発生部41の出力を複数の振動子素子に供給するスイッチ
である。HVSW44は、駆動される探触子内の振動子の全素子数と回路数が異なる場合に用い
られるものである。
【００２７】
　この設置の理由は次の具体例で説明するように、複数の振動子素子が対称に配列される
場合、送信整相回路421から送信信号を供給する送信信号発生回路41を、振動子素子数の
半分にすることができるからである。
【００２８】
　具体的には、8個の振動子素子は左右方向に1列に配列され、振動子素子を左から順に31
～38という符号で表した場合、両端の1対は31と38、その1素子内側の1対は32と37、さら
に内側の1対は33と36、最内側の1対は34と35となることを考える(図示しない)。振動子素
子から送信する超音波ビームは配列される振動子素子列の中央部から見て線対称であれば
よいとすれば、上述した各1対には送信信号発生回路41から同じ送信信号が供給されれば
よい。つまり、送信信号発生回路41は振動子素子と同数の8個を必要とせず、その半数の4
個で足りることになる。また、実際の振動子素子数は96、128、192チャンネルなどさらに
多数になる。振動子素子はその配列方向が2次元化している。実際の振動子素子数は多チ
ャンネル化が将来的にはさらに進むため、送信信号発生回路41の数の半減は、より回路規
模の縮小に寄与する。
【００２９】
　さらに、超音波ビームの口径の振動子素子配列方向への移動では、送信回路と接続され
る振動子素子が口径の移動の度に切替わることになる。この口径移動による振動子素子の
切替動作では、振動子の全素子数よりも少ない送信回路の数とすることができる。
【００３０】
　さらに、所望の送信する超音波ビームを検討するとき、特に振動子素子の配列方向が2
次元である場合、振動子素子の配列方向の行方向での送信信号発生回路41が列方向に対し
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ても使用するとすれば、送信信号発生回路41の数は2次元配列された振動子素子数よりも
半減以上に減らせることができる。このように、送信信号発生回路41の数の削減は、より
回路規模の縮小に寄与する。
【００３１】
　一方で、超音波送受信部4の高集積化が進めばHVSW44を用いずに全ての振動子素子数分
、送信信号発生回路41が用意されることも有り得る。
【００３２】
　定電流源45は、電流Iが負荷インピーダンスの大きさに関係なく一定に保持されるもの
を示し、FET43のソース端子から流れる電流の直流成分をFET43に供給する電源の負電源(V
ss)に流すように作用する。また、電流源は電流制御型電圧源であってもよい。
【００３３】
　利得調整回路46は、受信信号の増幅率を調整する機能を有するものでFET43に供給する
。電源の正電源(Vdd)と自身のカソード端子を接続するツェナーダイオードZDと、ツェナ
ーダイオードZDのカソード端子及びアノード端子に並列接続される可変抵抗Rdとを有する
。ツェナーダイオードZDは、通常のダイオードのように順方向に電流を流すだけでなく、
逆電圧が「ツェナー電圧」と呼ばれる定格の降伏電圧より大きければ逆方向にも電流を流
せる素子である。このツェナー電圧の特性を利用して定電圧回路を形成する。可変抵抗Rd
は制御部7の信号により抵抗値を可変できるもので、例えばデジタルポテンショメータな
どである。
【００３４】
　ADC47は、FET43を含むゲート接地増幅器回路で増幅された反射エコー信号をFET43のド
レイン端子からアナログ信号として入力し、デジタル化して反射エコーデータとして出力
する。受信整相回路422によって整相された反射エコーデータは超音波画像構成部5へ出力
される。
【００３５】
　次に、実施例1の動作例について図2を用い、超音波送信時から超音波受信時までを説明
する。
【００３６】
　超音波送信時の動作例について図2(A)を用いて説明する。　
　検者はコントロールパネル8を用いて、被検者の名前などの被検者情報や所望の表示深
度をはじめとする計測情報などの制御パラメータを設定する。制御部7は、設定された制
御パラメータに基づき超音波探触子3と超音波送受信部4と超音波画像構成部5と表示部6と
の各要素を制御する。また、超音波送信時と超音波受信時との各動作は、所定の送受信繰
返周波数によってその各動作が繰り返される。
【００３７】
　制御部7は、正弦波や矩形波などの交流電圧を送信信号41aとして送信整相回路421に入
力させる。制御部7は、前記設定された所望の被検者の表示深度を受けて、設定送信信号4
1aを送信整相回路421によりフォーカスさせる。送信整相回路421からの出力はFET43のゲ
ート端子へ入力される。FET43のソース端子からの出力信号は前記超音波探触子を構成す
る振動子3aの1チャンネルに伝達される。振動子3aは伝達された信号を受けて振動して被
検者に超音波を送信する。振動子3aにプラス電圧が印加されている時は、Vddからツェナ
ーダイオードZDを通り、FET43のドレイン端子、ソース端子を経て、振動子3aに電流が流
れている。マイナス電圧が印加されている時も振動子3aから定電流源45に電流が流れる。
【００３８】
　次に、超音波受信時の動作例について図2(B)を用いて説明する。　
　制御部7は、超音波送信時の動作モードに設定するため、直流電圧を受信への切替信号4
1bとして送信整相回路421に入力させる。送信整相回路421は受信時であるから動作せず、
直流電圧はそのままFET43のゲート端子へ入力される。FET43は自身のゲート端子への直流
電圧の供給を受けてゲート接地増幅器として機能する。制御部7は、利得調整回路46の可
変抵抗RdにFET43(ゲート接地増幅器)の利得を設定する。
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【００３９】
　振動子3aは被検者から反射エコー信号を受信する。受信された反射エコー信号はFET43
のソース端子へ伝達する。FET43は自身の等価コンダクタンスgmと利得調整回路46中の可
変抵抗器Rdの積で求められる利得により、自身のソース端子に伝達された反射エコー信号
を増幅して、自身のドレイン端子に増幅された反射エコー信号をADC47に出力する。ADC47
は、前記増幅された反射エコー信号をアナログ信号として入力し、デジタル化して反射エ
コーデータとして出力する。制御部7は、前記設定された所望の被検者の表示深度を受け
て、前記反射エコーデータを受信整相回路422によりフォーカスさせる。受信整相回路422
によって整相された反射エコーデータは超音波画像構成部5へ出力される。さらに、超音
波画像構成部5は受信信号に基づいて超音波画像を構成する。表示部6は超音波画像構成部
5において構成された超音波画像を表示する。
【００４０】
　以上説明した動作例は、送信側、受信側の両方で整相をする例を説明したが、送信側、
受信側の何れかの片方で整相してもよい。
【００４１】
　以上説明した本発明の実施例1によれば、FET43が送信時の信号の振動子3aへの供給の機
能と、受信時のエコー信号の増幅の機能を1素子で実現するから、従来のように受信回路
と送信回路を個別に用意する必要が無くなるので、従来よりも超音波送受信部の回路規模
の縮小を図ることができる。また、実施例1の特有の効果は、回路の主要素の使用素子数
が送信信号発生部41とFET43と利得調整回路46とADC47と少なくできる点で回路規模の縮小
に寄与できることにある。
【実施例２】
【００４２】
　本発明の実施例2の超音波送受信部の構成例と動作例について図3を用いて説明する。 
　図3は、本発明の実施例2の回路構成図と動作図である。図3では、図2の変更図3(A)は超
音波送信時の動作図、図3(B)は超音波受信時の動作図を示している。
【００４３】
　超音波送受信部4は、実施例1の送信信号発生部41と整相回路42とFET43と利得調整回路4
6とが共通し、付加又は変更部分は、デジタルアナログ変換器(DAC)48とカレントミラー回
路49と抵抗器4Aと微分回路4Bとを有している。
【００４４】
　各構成要素のうちの実施例1と共通する部分の説明は省略し、付加又は変更部分のみを
説明する。
【００４５】
　DAC48は、デジタル整相方式でフォーカスされた送信する超音波信号のデジタルデータ
をアナログである超音波信号へ変換する。
【００４６】
　カレントミラー回路49はDAC48と接続され、DAC48と同じ位相の超音波信号がFET43のゲ
ート端子に出力される。これは、FET43のゲート端子へ供給する交流信号がそのまま振動
子3aに出力されるため、DAC48の素子としての出力電流には振動子3aを駆動するために必
要な駆動電流に至らないためである。そこで、カレントミラー回路49の入力電流側のFET
と出力電流側のFETとのそれぞれのゲート端子を短絡して出力電流側のFETで振動子3aを駆
動するために必要な駆動電流を得ることとしている。
【００４７】
　抵抗器4Aはカレントミラー回路49の出力電流側のFETの出力信号をバイアスする目的で
設けられる。
【００４８】
　微分回路4BはFET43のソース端子に設け、送信信号の立下りの時のみ振動子3aから電流
を流すための検出信号を得て、制御部7に前記検出信号を伝達している。
【００４９】
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　次に、実施例1の動作例について図3を用い、超音波送信時から超音波受信時までを説明
する。
【００５０】
　超音波送信時の動作例について図3(A)を用いて説明する。　
　検者はコントロールパネル8を用いて、被検者の名前などの被検者情報や所望の表示深
度をはじめとする計測情報などの制御パラメータを設定する。制御部7は、設定された制
御パラメータに基づき超音波探触子3と超音波送受信部4と超音波画像構成部5と表示部6と
の各要素を制御する。また、超音波送信時と超音波受信時との各動作は、所定の送受信繰
返周波数によってその各動作が繰り返される。
【００５１】
　制御部7は、正弦波や矩形波などの交流電圧を送信信号41aとして送信整相回路421に入
力させる。制御部7は、前記設定された所望の被検者の表示深度を受けて、設定送信信号4
1aを送信整相回路421によりフォーカスさせる。送信整相回路421からの出力はFET43のゲ
ート端子へ入力される。FET43のソース端子からの出力信号は前記超音波探触子を構成す
る振動子3aの1チャンネルに伝達される。振動子3aは伝達された信号を受けて振動して被
検者に超音波を送信する。ここでは実施例1と同様に、振動子3aにプラス電圧が印加され
ている時は、VddからツェナーダイオードZDを通り、FET43のドレイン端子、ソース端子を
経て、振動子3aに電流が流れている。振動子3aにマイナス電圧が印加されている時も実施
例1と同様に、振動子3aからFET43に電流が流れるのだが、この実施例では、FET43のソー
ス端子に設けられた微分回路4Bにより送信する超音波信号の立下りの時のみ振動子3aから
電流を流している。そのため、実施例1の常時通電と比較して振動子3aの駆動する消費電
力を抑制することが可能となる。
【００５２】
　次に、超音波受信時の動作例について図3(B)を用いて説明する。　
　制御部7は、超音波送信時の動作モードに設定するため、直流電圧を受信への切替信号4
1bとして送信整相回路421に入力させる。送信整相回路421は受信時であるから動作せず、
直流電圧はそのままFET43のゲート端子へ入力される。FET43は自身のゲート端子への直流
電圧の供給を受けてゲート接地増幅器として機能する。制御部7は、利得調整回路46の可
変抵抗RdにFET43(ゲート接地増幅器)の利得を設定する。
【００５３】
　振動子3aは被検者から反射エコー信号を受信する。受信された反射エコー信号はFET43
のソース端子へ伝達される。FET43は自身の等価コンダクタンスgmと利得調整回路46中の
可変抵抗器Rdの積で求められる利得により、自身のソース端子に伝達された反射エコー信
号を増幅して、自身のドレイン端子に増幅された反射エコー信号をADC47に出力する。ADC
47は、前記増幅された反射エコー信号をアナログ信号として入力し、デジタル化して反射
エコーデータとして出力する。制御部7は、前記設定された所望の被検者の表示深度を受
けて、前記反射エコーデータを送信整相回路421にフォーカスさせる。受信整相回路422に
よって整相された反射エコーデータは超音波画像構成部5へ出力される。さらに、超音波
画像構成部5は受信信号に基づいて超音波画像を構成する。表示部6は超音波画像構成部5
において構成された超音波画像を表示する。
【００５４】
　以上説明した動作例は、送信側、受信側の両方で整相をする例を説明したが、送信側、
受信側の何れかの片方で整相してもよい。
【００５５】
　以上説明した本発明の実施例2によれば、FET43が送信時の信号の振動子3aへの供給の機
能と、受信時のエコー信号の増幅の機能を1素子で実現するから、従来のように受信回路
と送信回路を個別に用意する必要が無くなるので、従来よりも超音波送受信部の回路規模
の縮小を図ることができる。また、実施例2の特有の効果は、送信時における振動子に流
れる電流を送信波形の立ち下がり時にのみオンするため、消費電力を下げられる。すなわ
ち回路からの発熱を抑制することが可能になるため、回路素子の配置を近接させることが
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【実施例３】
【００５６】
　実施例1又は実施例2は1段のFETで実現したので、高電圧への耐圧も電気特性として必要
である。5V程度の低電圧のFETを多段接続して、省電力化を測る例を実施例3として図4を
用い説明する。図4は本発明の実施例3の回路構成図と動作図である。
【００５７】
　図4に示すように、5V程度の低電圧のFET43-1、FET43-2、・・・、FET43-nを多段接続し
て使用する。多段接続の手法はトランジスタの電流増幅率を増加するために行うダーリン
トン接続がある。FETをダーリントン接続してもgmが増えないが、本発明のようにソース
フォロワー回路で用いる場合にはFETの出力負荷として接続する素子の入力インピーダン
スを下げることが可能になる。
【００５８】
　以上説明した本発明の実施例3によれば、FET43が送信時の信号の振動子3aへの供給の機
能と、受信時のエコー信号の増幅の機能を1素子で実現するから、従来のように受信回路
と送信回路を個別に用意する必要が無くなるので、従来よりも超音波送受信部の回路規模
の縮小を図ることができる。
【００５９】
　また、実施例3の特有の効果は、受信時には、Vdd及びVssの電源の印加を休み、5V程度
の低電圧電源で動作させることができる。これにより受信回路をさらに耐圧の低いFETで
構成できる。
【００６０】
　また、多段のFETをダーリントン接続しているので、FETの出力負荷として接続する素子
の入力インピーダンスを低くできるため、ゲート接地アンプのノイズを低く抑えることが
できる。
【００６１】
　以上説明した各実施形態は、半導体回路素子を電界効果トランジスタで説明したが、バ
イポーラトランジスタなど少なくとも3端子を有し、いずれかの2端子の間には電気信号を
増幅する機能を有していればどのような半導体回路素子であっても実施することが可能で
ある。
【００６２】
　半導体回路素子にバイポーラトランジスタを用いた場合は、例えば、超音波探触子を構
成する複数の振動子素子にコレクタ端子を接続し、ベース端子に送信信号発生回路を接続
し、エミッタ端子を前記振動子素子からの受信信号の増幅器出力端とすればよい。
【００６３】
　また、超音波探触子の振動子は圧電素子であっても、CMUT(Capacitive Micro-Machined
 Ultrasonic Transducer)であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は医学用、畜産用の超音波診断装置に利用することができる他、非破壊検査の超
音波探傷装置にも適用することができる。
【符号の説明】
【００６５】
　4　超音波送受信部、41　送信信号発生部、42　整相回路、43　電界効果トランジスタ(
FET)、46　利得調整回路



(11) JP 5436534 B2 2014.3.5

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 5436534 B2 2014.3.5

10

20

30

40

フロントページの続き

    審査官  杉田　翠

(56)参考文献  特開昭５６－２１４９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１３４０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１２２４４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５３８９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３１３５５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１１４４９４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ８／００－８／１５
              Ｇ０１Ｎ２９／００－２９／０２
              　　　　２９／０４－２９／０６
              　　　　２９／０９
              　　　　２９／１２－２９／２６
              　　　　２９／２８－２９／３０
              　　　　２９／３８
              　　　　２９／４４
              Ｇ０１Ｓ１／７２－１／８２
              　　　　３／８０－３／８６
              　　　　５／１８－５／３０
              　　　　７／５２－７／６４
              　　　　１５／００－１５／９６
              Ｈ０４Ｒ１／００
              　　　　１／０２
              　　　　１／０６
              　　　　１／２０
              　　　　１／２２
              　　　　１／２４
              　　　　１／２６
              　　　　１／２８
              　　　　１／３０
              　　　　１／３２
              　　　　１／３４
              　　　　１／４０
              　　　　１／４４
              　　　　３／００
              　　　　７／００
              　　　　９／００
              　　　　１３／００
              　　　　１５／００
              　　　　１７／００
              　　　　１７／１０
              　　　　１９／００
              　　　　２３／００
              　　　　２９／００
              　　　　３１／００



专利名称(译) 超音波送受信回路、超音波诊断装置

公开(公告)号 JP5436534B2 公开(公告)日 2014-03-05

申请号 JP2011502740 申请日 2010-03-01

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立医药

申请(专利权)人(译) 株式会社日立メディコ

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立メディコ

[标]发明人 鈴木篤史
押木光博
畑山奏子
麻殖生健二

发明人 鈴木 篤史
押木 光博
畑山 奏子
麻殖生 健二

IPC分类号 A61B8/00 G01N29/22 H04R3/00

CPC分类号 G01S7/52079 A61B8/4444 A61B8/54 A61B8/56 B06B2201/76 G01N29/24 G01N2291/106 G01S7
/52017 G10K11/341

FI分类号 A61B8/00 G01N29/22 H04R3/00.330

优先权 2009050537 2009-03-04 JP

其他公开文献 JPWO2010101104A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

根据本发明的超声波发送和接收电路包括：构成超声波探头的多个换能
器元件;第一端子;连接到发送信号发生电路的第二端子;以及用于来自换
能器元件的接收信号的放大器一种半导体电路，具有第三端子的至少三
个端子作为输出端子，并且具有放大输入到另一端子的一个端子的信号
并在所述至少三个端子中的两个端子之间输出信号的功能。元件，第一
功能是使半导体电路元件用作传输信号到换能器元件的输入开关，第二
功能是放大从换能器元件接收的接收信号。并有一个控制单元来控制。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d975a455-d6f2-4a7f-87ed-cba269766b08
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042709661/publication/JP5436534B2?q=JP5436534B2

